
令和元年７月22日
石川県選挙管理委員会
(外線 076-225-1282)

 (内線 3547 ～ 3549）

法定得票数・供託物没収点

定数 有効投票の総数法 定 得 票 数 法 定 得 票 数 に 供託物没収点 供託物没収点に

A B B/A×1/6 達しない候補者 B/A×1/8 達しない候補者

法定得票数………

供託物没収点……

当選人の要件の一つとして必要とされる一定数以上の得票数をいう(公職選挙法第
９５条第１項)。

得票数が一定数に達しない候補者は、供託物(３００万円)を没収されるが、この
一定数を供託物没収点という(公職選挙法第９３条第１項)。

参議選No.42

令和元年７月２１日執行参議院議員通常選挙

法 定 得 票 数 ・ 供 託 物 没 収 点 一 覧 表

選挙区

石川県 1 428,319 71,386.500 なし 53,539.875 なし


